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栃木県行政書士会副会長金敷裕

先月に開催されました臨時総会も無事終]/し、栃木県行政普士会の駐車場用地取得の件について

承認可決され、会員の執行部に対するご理解に深く感謝申し上げます。

さて、行政書士を取り巻く環境はここ数年急速に変化し、平成１３年に行政紳士法の一部改正に

よって代理権が取得され、昨年７月から同法が施行されたことにはじまり、昨年１２月には行政手

続オンライン化関係三法といわれる行政手続オンライン化法、搭備法、公的個人承認法が公布され、

本年の国会では行政書士の法人化に関する法律が成立し来年８月から施行されることとなります。

さらに、行政手続きがの電子化といわれる電子政府・電子白治体の椛築も本年度に行われ行政手続

きが大きく変わろうとしています。ここ数年でこのように変化していく環境に対応していくことは、

会員の皆様におかれましても大変な努力と苦労を要していることと推察するとともに、会の執行部

としては、小林会長を中心に迅速な対応をするために努力しているところでございます。

しかし、このような環境の変化、情報の多様化の中で会の執行部だけでその対応をすることは大

変難しいものでありますし、今後の行政書士制度を考えた場合、会の執行部だけが考えることでは

なく、会員一人々が自分のこととして、今後の行政苔士制度はどうあるべきか、また、栃木県行政

書士会はどのようにあるべきかをもう一度原点に返って考えるときだと思います。そして、行政書

士制度が制定された昭和２６年以来の大きな行政手続きの変化に対応するために、会が会員のため

に何をしてくれるのか、何をするべきなのかだけではなく、会員が会のために何ができるのか、会

のために何をすべきかを我々の行政沓士制度と地域住民の利便を守るためにもう一度考え、会と会

員が相互に協力していく必要があると考えます。さらに会員を中心に構成されている政治連盟につ

いても、議員立法により法制化されている行政普士を考えた場合、行政ＩＩｆ士会にとっては重要な役

割を果たしてきましたし、今までの行政書士関連の法改正には十分な結果を成してきたものと考え

られます。

これらのことから、会員と行政書士会と政治連盟が一体となって、今後椛築される電子政府・電

子自治体、これから訪れる少子高齢化社会の中で、行政沓士制度が有効に機能しこれまで以上に重

要な役割を果たしていけるよう努力していきたいと考えますので、会員の皆様にもこれまで以上に

会の執行運営へのご協力とご理解をしていただき、会への建設的な意見を発していただきたいと考

えます。私も会の執行部の一員、そして一会員として会の発展と会員が円滑な業務を遂行できるよ

う微力ではありますが努力し協力していきたいと考えています。
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臨時総 会について

緊急に聴要案件を審議願うための臨時総会は７

j］１７１１''二前１０時３０分、護国会館に招集され

た。会議の粘果は配布された原案通り議決が得ら

れたことの概要について報告いたします。

、1111の会且総数は７３１名で、会談に本人出席

６３名、賛意を以って委任状を提什}された街273ﾆﾄﾉi、

賛否無1氾人の委任状提出者80名の合計416名で、

会則に規定される２分の１（366人）以上の要件

を満たしており臨時総会は成立した。

会談は市川総務副部長の司会に始まり宮|鴫副会

長は開会で臨時総会招集要因は事前配ｲij議案のと

おりと、その大要を報告。

小林会長は配ｲ|j済議案趣意を踏まえて次のよう

に報衿がなされた。

現今の厳しい社会経済の中にあって行政ｉｌｆ士が

住Lも倍加を得て日常業務遂行に当っておる現況、

災務の拡充と推進を図る目的をこめての各種研修

による会輿の業務面の拡充強化と資質向上への努

ノJを傾注点を強洲、研修会場が主に!!ｆ上会館とな

'り県内各地からの研修参加会員の駐巾場確保が懸

案1噸で、これらについて趣意群内容の巡り11側

会のﾉf〈認を得て緊急臨時総会に付議することにな

った点につき理解を求めた。

特に賛否無記入委任状の取り扱いは前例により

各'11席支部瞳１０名に８票づっを配分、議決時の賛

否を問う扱い方で全員の承認を得た。

会談は議長団に宇都宮支部の岡井、工藤会員を

選び、鰐名人に何支部小林（幸）、出代会興、！'＃

記に同支部深見、ｌ鳴崎|町会員を指名で開会した。

議案の審談に入り執行部の提案理｢１１の説IⅢで、

小林会長は,哩怠!』ド内容の通り用地確保に関する会

11'11:のう儒忍を求める提案であると述べ、余倣(I(ﾘ会

長とAi休ｌＨ財務総理部長から内容の説Iﾘlがなされ
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質疑に入り小山支部青木会貝、足利支部堆野会

興、宇都宮支部鈴木会員から公売に関する落札で

きない場合の考え方と処置、会館の将来を展望し

て地方移転案、財政面では会員から公募憧の方法

等の要望があったが、会長は意見は真禁に聴取す

るが木日の提出議案での推進を図りi-1的達成に努

力する答弁がなされ、採決に入り賛成者過半数を

超えており原案通り可決決定したと宣告、無'jfに

原案辿り執行されることになった。以上

（総務部暖秋'１１暇）

畝’･JR

＃。

職
幾
百

一
一
一 一

|＃，

一

一

『

ｰ

栃 木 県 行政書士会臨時総会

令
挫

１
吋
１
０

画

戸司

堅型



総会の目的である事項

議案第一号土地（駐車場用地）取得に関する件
（１）土地（駐車場用地）を取得するため宇都宮市の市有地公売に参加することについて
（２）土地（駐車場用地）取得のための資金として、新たに金融機関より金４５００万円を限

度として借り入れることについて

（３）土地（駐車場用地）取得に伴う平成１５年度補正予算案の承認について

、
型§雲、 栃木県行政書士会平成１５年度臨時総会議事録

１日時 平成１５年７月１７日（木）
１０：３０～１１：３０

宇都宮市陽西１番３７号

「護国会館」一階鶴の間

２場所

３会員の総数７３１名

４出席の状況本人出席
委任出席

計

７１名

３６７名

４３８名

司会者は議事に先立ち、本人出席７１名、委任出席３６７名、計４３８名の出席であり、会

員数７３１名における過半数に達しており、本臨時総会は適法に成立している旨を報告した。

５

匂

総会の要領

１０時３０分、総務部市川副部長の司会により、宮嶋副会長による開会の言葉、小林会長に
よる挨拶に続いて臨時総会は進められた。

６

（１）委任状の取り扱い

小林会長より、３６７通の委任状の内訳（議題の賛否記載のあるもの２７３、記載のない
もの８０通）の取り扱いについて、受任者記載のない８０通については、１０支部の各支

部長に８票づつとすることとの提案があり、拍手多数をもって承認された。
（２）正副議長の選任

次に、議長団の選任方法について議場に諮ったところ、司会者一任との声があり、司会者

より次の者を指名、全員異議なく承認された。
岡井正樹（宇都宮支部）

工藤恭裕（宇都宮支部）
（３）議事録署名人の指名及び書記の任命

議長は議事録署名人及び書記に次の者を指名及び任命したところ、全員異議なく承認され
た。

議事録署名人小林幸雄（宇都宮支部）
ク田代昌宏（宇都宮支部）

書記嶋崎チイ子（宇都宮支部）

ク深見史（宇都宮支部）
（４）議事

議案第一号土地（駐車場用地）取得に関する件
１）土地（駐車場用地）を取得するため宇都宮市の市有地公売に参加することについて

２）土地（駐車場用地）取得のための資金として、新たに金融機関より金４５００万円を

限度として借り入れることについて
３）土地（駐車場用地）取得に伴う平成１５年度補正予算案の承認について

ー、

１）２）については、総会資料に基づき、金敷副会長より、また３）について唐木田財

務部長より報告がなされた。

－４－
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当会はかねてからの駐車場不足を、友好団体である（社）柔道整復師会、及び（社）栃木県
宅地建物取引業協会の敷地を無償で借り受けるなどしておぎなって来たが、柔道整復師会の改
築にともない同駐車場が使用できなくなったことから、本年度４月から近隣の市有地を駐車場
として利用するため宇都宮市と賃借契約を結んだ。

しかしながら当該市有地は年二回、宇都宮市において一般競争入札を行うため、安定し使用
できる場所とはなっていない。

そのため、当会執行部は、当該土地につき、今年９月予定の市有地公売に参加して購入する
ことを提案する。

公売入札予定価格は、不動産取得税等取得に要する費用含め、５２００万円以下を予定して
いる。

以上のような説明を受けた後、議長は議場に質疑を求めた。

質問：小山支部青木裕一会員

入札予定額の５２００万円の根拠を示されたい。

回答：小林会長

周辺土地の評価額を推定し４９００万円を土地購入費、２～３００万円を諸費用として
いる。

再質問：小山支部青木裕一会員

万一、落札できなかったとき駐車場間題をどうするのか？

回答：小林会長

１００％とは言えないが、議決されれば必ず公売を取るという意欲を持っている。

質問：足利支部星野光男会員

行政書士会会館の郊外転出を考えるべきだと思う。その意味で、駐車場購入のために５

２００万円を使うことは当会の首を絞めることになる。宅建協会がおとすであろう当該土

地を賃借して郊外転出のための特別委員等設置を考えてほしい。

回答：金敷副会長

提案については今後考えていきたい。

質問：宇都宮支部鈴木清市会員

４５００万円につき、借り入れ条件として２，１％の金利をつけるなどして、会員から

５０万円づつ９０人ほどから集めてはどうか。

回答：小林会長

会員には会債発行及び会費の値上げ等の負担はかけない方針でいきたい。

以上で質疑応答が終了したため、議長は上記議案の評決を起立により求めた。

賛成出席者６３

受任者記載ある委任状２７３

受任者記載のない委任状８０

計４１６票

本議案は会則３８条第４項の特別議決事項に該当するため、会則４３条の要件である賛成票

が過半数に達しているため、本議案は可決承認された。

以上ですべての議題審議を終了したので、議長は閉会を宣言、退任した。

堀越副会長が閉会のことばを述べ、１１時３０分、平成１５年度臨時総会は閉会した。

－５－



第３科目は、栃木県生活環境部環境整備課廃

棄物対策室丸山利一様を講師に招き、産業廃

棄物の発生から処分までの流れを、栃木県の実

態などを交えながら法令の要点を説明していた

だきました。

また、実務に関連して、産業廃棄物収集運搬

業許可申請について、収集運搬車両の表示方法

など他県との違い、変更の申請時期（３ヶ月前

から受付）など留意点等についても説Iﾘ]があり

ました。

第４科目は、行政書士金敷裕氏が講師とな

り、経営診断書作成の実務について、１．財務

状況２．会社の将来性３．総合評価をド記

１３項目

７月１７日（木）調11会館において、午前中

の臨時総会（駐車場用地取得に関する件）に引

き続き、午後１時３０分から、第２回特別研修

会が開催されました。今'11の研修科側は、下表

の３，４科目を実施いたしました。

行政書士が宇都宮市に産業廃棄物収集運搬業

許可申請をする場合に、診断詳類の提'1.1を要す

るときは、修了証の写しを添付しなければなり

ません。修了証の交付を受けるためには、下表

研修全４科目の受講が条件となっております。

尚、６月１７日（８７名参加）、７月１７１－１

（９８名参加）の２日間で修｣/証授与者（全科

目受講者）は７０名でした。

.i電蕊舞
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※上記４科|ﾆｰIをもう一度実施します。

今後の、稗は、ＨＰ・会報でお知らせします。

訓魚磯、

‐

産業廃棄物処理業に係る特別研修会開催く諏う

栃木
■
■

一
一
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~、

日
日
■

可酵ＧＰＪ
２.』守日】
』，月１．Ｌ
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▲ 講師丸山利一氏

の経営指標を分析し経営状況を的確に判断し、

問題点の抽出と改善案を立案し、将来的に収益

が上がるように経営者に提案するとともに、的

確な診断書作成が出来るように実務に則した形

で説明していただきました。

冒頭で述べた通り、修了証授与者は70名です

が、受講途'1Jの方や、未だ受講されていない方

もあと１回、講習会の機会がありますので、是

非スケジュールを調整して受講してください。

（業務研修部鈴木界）

項

１

２

３

４

研修科目

財務諸表に基づく経営分析

産業廃棄物収集逆搬業許可

申請の実務

廃棄物の処即及び消州に関

する法作概荊

産業廃棄物収集逆搬業の経

営診断,'f作成の尖務

日程

６／１７済

６／１７済

7/１７済

７/１７済

収益性

効率性

安全性

生産性

総資本経常利益率
売上高経常利益率
売上高総利益率
損益分岐点比率

・総資本回転率

適合率
比率

当座比率
流 動 比 率
固定比率
固定長期
自己資本

・労働生産性
・従業員一一人当たり売上商
・労働分配率
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ラ
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金
敷

裕
f画、

「全国リレーフォーラム通子自治体と未来

のくらし」が、７)１３０１１（金）、栃木県総合

文化センターで開催された。このフォーラムは、

総務省・栃木県・ド野新聞社等が主催するもの

で、当行政群士会金敷裕剛会長がパネリストの

１人として参加した。

他３名のパネリストはそれぞれ、猿渡知之氏

（総務省）・角一幸氏（ＴＫｃＷ昌務）・和、佐

英子氏（那須大学助教授）である。コーディネ

ーターは下野新聞新川忠孝噸|Ⅲ。

「未来社会というと私は星新一の小説を思い

だすんですよねえ」というコーディネーター新

川氏の語りかける|_]洲から始まったこのフォー

ラム。会場からの質問の中に「で、雌子自治体

って結局何なのですか？肉声で答えていただき

たい」というのがあった。

行政書士のみならず、税理士｢1法書士等いわ

ゆる「士」業といわれる人々の‘仕事が、この電

子化の流れの中では、一照高度化したものとし

て求められてくるのではないか、という論もあ

った。確かに誰もがパソコンで手続きできると

Ｐ‐
Ｌ

一

：
償
§

０

「
１
１

Ｏ全国リレーフォーラム電子自治体と未来のくらし○

．
。
『
‘
一

銭
幸

一

鰯

電子自治体をテーマにした全圃リレーフォーラム
＝30日午後、県総合文化センター

なると、その１歩進んだサポート・より高度な

助言のできる質の高さが求められてくる。

印象に残ったのは、「使いにくいからと敬遠

するのではなく、使いにくいのはコイツが悪い

んだ、という発想が大切」という点だった。そ

れはパソコンに対してだったが、一方、制度自

体に対しても、悪い点は悪い点として声をあげ

ていくことが大切だということなのである。情

報の－極集中ということではなく、チェック機

構の充実をどう展開していけるかがキーワード

のように思えた。

なお、詳細は８月１８日付雲下野新聞に特集さ

れる予定である。必見。

愈一
､

報部）

と４



害士会Ｅｌ

平成１５年７月２３日、２４１」のilIjI二lにわた

り、行政苔士会館において、役員改選後の初理

串会が開催されました。新会長宮内一三氏（東

京会）をはじめ、副会長、理事総数５５名I''５

３名の出席のもと、全員が自己紹介を行った後、

議案審議に入り次のとおりすべての議案が可決

承認されました。

【議決事項］

第１号議案専務理事の承認について

大塚義夫氏

第２号議案日本行政晋士会連合会議事運営

委員会規則の一部改正について

同規則第４条第１項第１号中「総会櫛成員」

を「総会代議員」に改める。

第３号議案日本行政書士会連合会研修セン

ター（仮称）規則について（日本行政掲載予定）

第４号議案各部、委員会等の構成並びに構

成員の承認について（同上）

第５号議案相談役の委嘱について（同上）

第６号議案顧問の委眠について（|ｌｉｌｌ:）

第７号議案平成１５年度各部・委貝会lJf柴

の具体的推進について（同上）

以上、提出された議案すべてについて

討議され、新執行部一同心を新たにした次第で

す。

鹸後になりましたが、この４年間にわたり｜｜

行連叫雛（現本会副会差）としてご活雌をいた

だきました岸宏先生に心より御礼||'し上げます。

今期は私が交代し私なりに噸張るつもりです。

よろしくご声援下さい。 （小林一二）

７月（主なもの）

声、
１

－米一来一来一来 一米 一米 一米 一来一来一米一糸一来一米一来一来一米一米一※

日行連理事会開催される

華
証

Ｐ勺、

－８－

２日

３日

４日

８日

９日

１０日

１１日

１４日

１７日

１８日

23.24日

24.25日

３１日

火

水

木

火

水

木

金

月

木

金

ﾎ･ホ

ﾎ･金

金

ＩＴ戦略特別委員会

編集会議

宇都宮市長表敬訪問

三士会打合せ会

制度推進部会

関東地方協議会

業務開発部会

会報編集

総務部会

(臨時総会の打合せ）

自動車販売店協会との協議会

６団体との連絡協議会

県文書学事課訪問

臨時総会

業務研修部産業廃棄物特別研修会

挨拶回り

日行連理事会

日政連幹事会

人権同和対･策推進県民会議

会長金敷委員長風間副委員長関塚理事小林専門部員

工藤専門部員田代専門部員

会長金敷副会長青木部長小林副部長消水理事松本理事新井専門部員

会長金敷副会長岸副会長宮嶋副会長堀越副会長浅野政連会長増田局長

会長 浅野部長

会長浅野部長大石副部長石田理事石塚理事市村･理事

会長 増田局長

会長前淫部長岩本副部長住吉理事手塚理事板橋理事庇田理事

金敷副会長

会長宮嶋副会長秋田部長市川副部長海藤理事木下理事

岡井専門部員金敷副会長工藤専門部員

会長宮嶋副会長

会長岸副会長海藤宇都宮支部長

宮嶋副会長秋田部長市川副部長

会長宮嶋副会長秋田部長市川副部長審藤理事木下理事

岡井専門部員工藤専門部員堀越副会長岸副会長唐木田部長

横山部長鈴木昇理事

会長市川理事

小林会長

浅野政連会長

秋田部長
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研修 会I開:催の;お知【ら･瞳 (業務研修部）

研修会を下記により開催しますので、ご参加下さい。

記
１日程及び研修科目・講師

Ｎｏ． 研修会日時

１ 平成１５年９月５１二１（金）
午後３時から午後５時まで

２ 平成１５年９月１９１１（金）
午後３時から午後５時まで

３ 平成１５年l0j1Il1旬頃

４ 平成１５年１０月下旬

研修科'二|とその概要及び講師（敬称|略）

契約苫作成の基礎知識

◎契約法の基礎知識と各種の契約課について
講師→行政書士横山真

土地利用関係法の概要

◎どのような場合にどのような許可.．mｕ等
の手続が必要となるのかを様々な土地利用関
係法を抜粋し解説

講師→行政書士前嘩

入管業務に閃する研修

ｰ

u員!:一

※洲iIjの方については、東京入国管理局宇都宮
出張所担当官を予定しています。に1時、具体的な
研修内容等の詳細については後日郵送によりご案
内します。

風俗営業許可申請に関する研修

※講師の方については、栃木県密察本部生活安
全企liI1i課担当官を予定しています。｜]時、具体的
な研修内容等の詳細については後|l郵送によりご
案内します。

２上記の研修会の会場等はいずれも次のとおりです。

研修会の会場 栃木県行政書士会館２略会議室（宇都宮市西一の沢ｌＩＩｊｌ－２２）

研修対象者 原則として会員

受講料． ５００円

３研修会に参加される方は、下楠の参加申込書を利用し事務局宛ＦＡＸ又は郵送にて申し込み
下さい。或いは、参加される研修会を明示のうえ事務局まで電話にて申し込み下さい。

申し込みは随時受け付けますが、準備の都合もありますので、各研修日の１週間位前までに
は申し込み下さい。

事務局 電話番号028-635-1411／ＦＡＸ番号O2８－６３５－１４１０

４業務研修部では､上記以外にも研修会を計画しています｡||頂次､｢行政とちぎ｣等で､ご案内します。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一一一一一＝‐ーーーー一一一一ーー－ーー一一一一一－－‐一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Ｎｏ．

１

２

３

４

研修会参加申込書

(参加申し込みされる研修会について、参加巾し込み棚に○をつけて申し込み下さい。）
〔以前申し込みされた方は、今回は必要ありません。〕

研修会日時

平成１５年９ｊｊ５１Ｉ（金）

平成１５年９月１９日（金）

平成１５年１０月Ｉ'１句

平成１５年１０月下旬

研修科目 参加申し込み柵

契約書作成の基礎知識

土地利用関係法の概要

入管業務に関する研修

風俗営業許可''1論に関する研修

Ｒ時等を郵送により後日
ご案内しますので、その
時に申し込み下さい。

平成１５年

支部名

氏名

－ ９ －

月日



各

役員

殿

単位会長

日行連発第４９４号

平成１５年７月１５日

日本行政書士会連合会

会長宮内一三

定款代理作成権限に関する公証人連合会の見解について

公証人連合会より行政書士による定款の代理作成権限に関する見解について、別

紙のとおり連絡がありましたので、お伝えいたします。

日本行政書士会連合会会長

宮内一二殿

平成１５年７月１５日

日本公証人連合会法規委員長

渡遥剛男

事務連絡

貴連合会には、公証業務につき日頃からご理解とご協力をいただき厚く御礼申

し上げます。

さて、行政書士による定款の代理作成権限に関する当会の見解について過日お

問い合わせをいただきましたが、去る６月２７日所管委員会である法規委員会に

おいて検討しました結果、下記のとおりの結論となりましたのでご連絡します。

なお、７月１１日開催の全国理事会に報告してあります。

おって、この協議結果は、適宜の方法で、会員に周知徹底が図られることにな

っております“

記

代理の方法による定款認証の形態として、嘱託代理のほか、定款の作成代

理の形態もある。平成１３年法律第７７号による改正後の行政書士法第１条

の３第２号（平成１４年７月１日施行）に「行政書士が作成することができ

る契約その他に関する書類を代理人として作成すること」と規定されたので、

行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代
理作成できることになったものと考えられる。

以上

－１０－

、

詞
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栃木県行政書士会様

平成１５年７月２日

宇都宮市長福田富一

（建築指導課扱い）

用途地域の指定のない区域における容積率・建ぺい率等の指定について

日頃より、建築行政に対しましてご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

本市におきましては、用途地域の指定のない区域（市街化調整区域）の建築形態規制につ

いて、別紙のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、このことにより、高さが１０ｍを超える建築物については、県条例により日影による

中高層の建築物の高さの制限を受けることになります。

宇都宮市告示第２９６号

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築基準法（昭和25年法律

第201号）第52条第１項第６号、第53条第１項第６号、第56条第１項第２号二及び別

表第三（に）欄の五の項に掲げる数値について、下記のとおり決定する。

平成１５年７月１日

１決定数値

指定区域

宇都宮市の

用途地域の

指定のない

区域全域

第５２条第

1項第６号

の数値

(容積率）

20／1０

第５３条第

1項第６号

の数値

(建ぺい率）

６／1０

宇都宮市長福田富

別表第三

(に)欄の五

の項の数値

(道路斜線）

１．５

第５６条第

１項第２号

二の数値

(隣地斜線）

１．２５

２適用期日平成１５年１０月１日から適用する

－１１－

、



'零懲り

■
■
■
一
■
▼
○
二
℃
■
垂
？
■
雲
Ｐ
ｂ
。
④

総庶第１０１０号

平成１５年７月７日

各関係機関御中

善躍

藤
９２・・:‘・・.･瞳．ザ
●もむ■母＝ご■.ﾛ

宇 都宮地方法務局総務課長垂石

商業・法人登記事務のコンピュータ化に伴う事務取扱いについて(依頼）

平素から登記行政につきまして，格別の御理解と御協力いただき，厚く御礼
申し上げます。

さて，当局栃木支局におきましては，平成１５年９月１６日（火）付けをも

って，商業・法人登記事務をコンピュータシステムにより取り扱うことを予定
しています。

また，上記のコンピュータによる処理に伴い，従来の商業・法人登記簿の謄

本，抄本に代えて登記事項証明書を，代表者の資格証明書に代えて代表者事項
証明書を，それぞれ発行いたします。これらの証明書は，民法，民事執行法，

その他の法令の規定の適用について，登記簿の謄本，抄本及び資格証明書とみ
なされます。

つきましては，商業・法人登記事務のコンピュータ化に伴い，別紙のとおり

取り扱うこととなりますので，貴関係機関及び職員の皆様方にお知らせいただ

くとともに，御理解と御協力をお願い申し上げます。

なお，同事務のコンピュータ化と同時に，登記情報提供サービス及び登記情
報交換サービスも開始されることを申し添えます。

詞

－１２－
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別紙

宇都宮地方法務局栃木支局における商業・法人登記事務のコンピュータ化について

宇都宮地方法務局

１コンピュータ処理庁としての指定・稼働

指定日平成１５年９月１６日（火）

稼働日平成１５年９月１６日（火）

２コンピュータ処理事務の範囲

（１）宇都宮地方法務局栃木支局の管轄に属する商業登記事務

株式会社登記簿，有限会社登記簿，合名会社登記簿，合資会社登記簿，商号登記簿，未成年

者登記簿，後見人登記簿，支配人登記簿及び外国会社登記簿に係る事務（ただし，閉鎖登記簿，

解散の登記がされている会社の登記簿，破産宣告の登記がされている会社の登記簿，設立無効

・設立取消の登記がされている会社の登記簿，休眠会社整理作業によって支店休眠登記簿に編

綴されている株式会社の登記簿及び商号に記号が用いられている会社の登記簿等移記するのが

適当でない登記簿を除く。）

（２）宇都宮地方法務局栃木支局の管轄に属する法人登記事務

（ただし，解散法人等を除く。）

（３）宇都宮地方法務局栃木支局の管轄に属する商業・法人の印鑑に関する事務

商業・法人の印鑑に関する事務は，既にカード式印鑑間接証明方式が導入されておりますが，

平成１５年９月１６日（火）からは，商業・法人コンピュータに登録済データが移行されます。

なお，印鑑登録及び印鑑証明請求等の方式に変更はありません。

３登記申請害の様式

登記簿は，従来の登記用紙に代わり「区」に区分した登記記録をもって編成されることとな

ります。

①「区」の名称及び各区に記録される登記事項については，商業登記規則の別表第１ないし
第８に掲げられていますが，主なものは，資料１のとおりです。

②登記申請書に記載する登記事項は，「区」ごとに整理して記載して下さい。

４登記情報の公開方法

（１）登記事項証明書

①現在の登記簿謄本，抄本に代わるものとして，現在事項証明書，履歴事項証明書及び閉鎖
事項証明書を交付することになります。各登記事項証明書には，登記事項の全部を記載した

全部事項証明書と登記事項の一部のみを記載した一部事項証明書とがあります。

②現在の会社・法人の代表者の資格証明書に代わるものとして，代表者事項証明書を交付す
ることになります。

③登記事項証明書の内容等については，資料２を参照して下さい。
（２）登記事項要約害

商業・法人登記簿の閲覧はできなくなりますので，登記簿の記録内容を知りたいときは，

登記事項要約書の交付を請求して下さい。登記事項要約書の内容等については，資料２を参

照して下さい。

（３）印鑑証明書

既にカード式印鑑間接証明方式が導入されており，これまでの印鑑カード及び申請書等に

変更はありません。

（４）会社番号（法人を含む）

事務処理の迅速化を図るために，各会社ごとに会社番号を付することとなりました。登記事

項証明書等の請求書には，会社番号も記載していただくと会社の特定が早くなります。

なお，会社番号の検索は，窓口備付けの「会社番号一覧表」を御利用下さい。登記事項証明
書及び印鑑証明書には，会社・法人番号が記載されます。

（５）登記情報提供サービス

自宅や会社等のパソコンからインターネットを利用して，全国のコンビユータ化された登記
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所の登記事項を確認することができます。

なお，御利用方法には，継続的に利用する方法と一時的に利用する方法があります。継続的

に利用する場合には，事前に利用者登録が必要となります。また，一時利用の場合には，事前
登録することなくクレジットカードの即時決済によりご利用できます。

当局管内の取扱庁は，宇都宮地方法務局登記部門，鹿沼出張所，大田原支局及び栃木支局で
す。

また，栃木支局の不動産登記事務については，既に同サービスを実施しております。

インターネットからの申し込みアドレスｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ・touki・or・jp／
（６）登記情報交換サービス

同支局の窓日において，法務大臣から指定を受けた他の登記所が管轄する商業・法人等の登
記事項証明書，印鑑証明書を請求することができます。

なお，手数料については，登記事項証明書１通当たり１，１００円，印鑑証明書１通当たり
６００円（政令で定めた回線使用料１００円含む。）です。

当局管内の取扱庁は，宇都宮地方法務局登記部門，鹿沼出張所，大田原支局及び栃木支局で
す。

また，栃木支局の不動産登記事務については，既に同サービスを実施しております。

資料２
登記情報の公開方法

コンピュータシステムによる商業・法人登記においては，登記されている事項の公開方法が，登
記簿の謄本の交付，閲覧に代わり，下記のようになります。

記

１登記事項証明書

登記事項証明書には，次の四種類のものがあります。

（１）現在事項証明書・・・現在の役員の氏名など現に効力を有する事項（全部又は一部につい
て）及び変更された直前の商号（名称）・本店（主たる事務所）の
登記事項を証明するものです。

（２）履歴事項証明書・・・・現に効力を有する事項に加えて，請求のあった日から３年前の年の
１月１日までの間に抹消（アンダーラインで記録）された登記事項

等（ただし，コンピュータ処理によって抹消された登記事項の全部
又は一部について）を証明するものです。

（３）閉鎖事項証明書・・・他の登記所の管轄に本店（主たる事務所）が移転した会社（法人）
の登記簿など閉鎖登記記録に記録されている登記事項（全部又は一
部について）及び履歴事項証明書に記載されない請求のあった日の

３年前の１月１日前に抹消された登記事項を証明するものです。
（４）代表者事項証明書・・会社・法人の代表者に関する事項を証明するものです。これまでの

代表者の資格証明書は廃止されます。

２登記事項要約書

登記簿の閲覧制度は廃止され，新しく登記事項要約書の交付を請求するという制度になりまし
た。この登記事項要約書は，現に効力を有する登記事項の一部を記載した書面です。

‐登記事項要約害は区単位で請求することになりますが，１申請で請求することができる「区」
の数は，「商号区（名称区）」及び「会社状態区（法人状態区）」（登記がある場合に限られま
す。）のほか，３区が限度です。

３印鑑証明書

従来のカード式印鑑間接証明方式に変更はありません。

４会社番号（法人を含む）

事務処理の迅速化を図るために，各会社ごとに会社番号を付すこととなりました。登記事項証
明書等の請求書には，会社番号も記載していただくと会社の特定が早くなります。なお，会社番
号の検索は，窓口備付けの「会社番号一覧表」を御利用下さい。
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何政≦三圃去の茜正についで！

（詳細については後日掲載）

第１行政書士法人制度の創設

１設立

行政書士は、行政書士法人（行政書士の業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が

共同して設立した法人をいう。）を設立することができるものとすること。

２社員の資格

行政書士法人の社員は、行政書士でなければならないものとすること。

３業務の範囲

行政書士法人は、行政書士の業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき

行政書士が行うことができる業務のうち行政書士の業務に準ずるものとして総務省令で定める

業務の全部又は一部を行うことができるものとすること。

４業務を執行する権限

行政書士法人の社員は、原則として、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うものと

すること。

５解散

行政書士法人は、社員が一人になり、その後六月間その社員が二人以上にならなかった場合

等には、解散するものとすること。

第２研修

行政書士は、行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を

図るように努めなければならないものとすること。

第３国民一般からの懲戒処分請求

何人も、行政書士又は行政書士法人について懲戒の事由があると思料するときは、都道府県知

事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができるものとすること。

第４懲戒処分の公告

都道府県知事は、行政書士又は行政書士法人に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該都道府県の公報をもって公告しなければならないものとすること。

第５その他

１この法律は、平成十六年八月一日から施行するものとすること。

２その他所要の規定の整備を行うものとすること。

溌総建獄
－１５－
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④Ｑ･平成15年度行政書士試験要項(抜粋)o②①
１ 試験の日時

平成１５年１０月２６、（日）

午後１時から午後３時３０分まで

※ﾉF後０時３０分から受験｣:の注意等の説Iﾘlを

行います。

２試験の場所（栃木県）

宇都宮大学峰キャンパス

宇都宮市111糸町３５０

３試験科目

（１）行政書士の業務に関し必要な法令等

行政書士法（行攻害士法施行規則を含む）、

恋法、民法、行政法、地方自治法、行政手続

法、行政不服審査法、戸籍法、住民基本台帳

法、労働法、商法、税法及び基礎法学のrl』か

らそれぞれ出題し、法令については、平成

１５年４月１日現在施行されている法令に関

して出題します。

（２）一般教養

※出題の形式は、「行政普士の業務に関し必要

な法令等」は択一式及び記述式、「一般教養」
は択一式とします。

４受験願書用紙の配布先（栃木県）

．（財）行政書士試験研究センター

・栃木県総務部文普学事課

（宇都宮市塙ｌｌＩ１－１－２０

栃木県庁南庁舎３号館内）

・栃木県行政普士会

（宇都宮市西一の沢町１－２２）

５受験申込み

（１）受験手数料の払込み

受験手数料７，ＯＯＯＩ１ｊを受験願書と一緒

に配布する所定の払込用紙（郵便局、銀行共

川）により郵便局又は銀行の窓1-1で払い込ん

でください。一般の払込用紙及び機械による

払込みは受付誉できません。必ず所定の払込用

紙により払い込んでください｡

受験手数料は、受験願蒋の受付.締切日平成

１５年８月２９Ｈ（金）までに払い込んでく

ださい。

（２）受験願書の郵送

提出先（財）行政書士試験研究センター

「受験願書の鑑き方、確認事項及び記人例」

にしたがって受験願苫に所定lji:項を記入し

「受験省の顔写真」と受験手数料の払込みに

係る「郵便振替払込受付証明書受験願i¥貼付

用」を所定欄に貼付して、受験願書と一緒に

配布する封筒（郵送先は印刷されています）

により受付-期間内に郵便局の窓口で配達記録

郵便の手続を行ってください（ポストに直接

入れないでください。）。

※都道府県庁、事務所・出張所及び行政苫士会

等での受付は行いません。

（３）受付.期間

平成１５年８川４日（月）から８月２９日（

金）まで。

受験願書の郵送については、この期間内に

郵便局の窓口で配達記録郵便の手続を行って

ドさい。受験順普は、８月２９日（金）（受

付締切11）の湘印のあるものまで受け付けま

す。

６受験票の交付

受験祭は、平成１５年９月下旬に発送しま

す。試験当日、試験場に必ず持参してくださ

い。

７合格発表

平成１６年１月１５日（木）午前９時から

合格者の受験番号を÷'1センター蛎務所の掲示

板に掲示するほか、受験者全員に合否通知書
を郵送します。

また、ホームページ

ｈｔｔｐ://gyosei‐shikenor.』ｐ

にも受験番号を蒼戦します。

８連絡先（問い合わせ先）

財団法人行政蟹-1三試験研究センター

所在地〒１５３－００５１

束京都目黒区上目黒３－６－ｌ８

ＴＹビル７階

電話番号（試験専用）Ｏ3-5725-7460

◎詳細については試験案内をお取り寄せ下さい。
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壷局がおぢ編

零
屯線屯話線が見えなくなると街の量観がほんと

うにすっきりします。現在、馬頭町が進めている

電線地１．|』化に注目してみました。

馬頭'11Jは栃木県の東部にあり茨城県大子町と接

し、八満山系に属する'１１に囲まれた町です。

１９１M:紀はじめ江戸時代後期、風景版iIIIi「東海

道五'一三次」に代表される浮世絵師歌川広亜の作

品を多く集めた青木コレクションが平成９年に馬

頭IIJに寄贈されました。それを公開すべく平成

１２年１１月に八溝材.など地元の材料を多用した

「馬頭町広亜美術館」が|H側されました。馬頭町

では「街なみ環境整術'1f柴」として新しい「賜頭

町広亜美術館」を核に'11Jの中心市街地は歩了|〔道の

整備、屯線の地中化工事が進められています。

電柱を伝って縦横にはりめぐらされた砥線は空

中にあるので、普段の生漸のなかではあまり意識

しません。しかし写真でみると、電線は街の餓観

を雑然とさせているのがわかると思います。

ただ屯線電話線を地中化すれば街の景観がよく

なるということでもなさそうです。町役場の担当

者にも話を聞きましたが、そのほか土地の歴史、

地形や街を構成するさまざまな要素を総合的に考

えなければならないようです。「広重美術館」を

訪れた時には近くのお寺、周辺の電線のないすっ

きりした街なみを散錐してください。

〔電線等地中化前〕

一電騨零
軍鐸

［
Ｌ

馬頭|IIJには「道の駅ばとう」や「馬頭温泉郷」、

陶器の「小砂焼き」、また「御前岩」「鷲子山上

神社」などとても景色のよい所があります。すこ

し足をのばせば、大子'１１Jの「袋田の滝」すぐ隣に

は「なかがわ水遊|東I」、あわせて訪れ休川を楽し

んでみてはいかがですか。

（支局長長谷川久夫）

‐』~〆・″、勾革”・

妙ｈ，へ●ｆも'１穐再，”
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平成１５年９月における経営事項審査実施の日程について

栃木県士木部監理課建設業係

土木事務所名 審査 土木事務所名 審査予定日

宇都桝 ２４１－１（水） 栃木 １８日（木）

鹿沼 ３０日（火） 大 田 原 １９日（金）

烏山 ２５日（木） 日光 ３０日（火）

矢板 ２６１三Ｉ（金） 真岡 ２９口（月）

足利 ２５日（木） 佐野 ２９１１０j）

ｒ ４ｒ夕型ｒ〃４画〃型『』ユタタ、タダームワｕワダ＼々夕､夕夕、ダム摩、ムワダ､ダダ、タダ、″昼、″昼、″夕､ダダ､夕里ワＶア

（支局情 報〉
［足利］

足利支部理事会開催
６月２８１１（土）午後６時から、足利市民ブ

ラザにおいて、理事会が開催され、次の議題が

討議されました。

①事業計画の推進について

②栃木県行政普士会の報需

③県臨時総会開催について

県の駐耶場取得問題に関しては、活発な意見

もありました。懇親会後、散会。

（支局長荻原昌樹）

【宇都宮］

宇都宮支部・業務研Ⅲ参会開催

栃木県行政書士会宇都宮支部主催の業務研修

会が、７月２５１:Ｉ（金）に栃木県行政苫土会館

会議室にて開催されました。

研修科目は、①「都市計画法第３４条の改

正点について」講師：宇都宮市役所都市開発部

都市計画課担当官、②「用途廃止・払下げ等

について」講師：宇都宮市役所建設部道路維持

課担当官・理財部管財課担当官、以上ふたつの

研修が行われました。

宇都宮支部会員からの出席者３２名、及び６

団体からの代表者５名を加えた３７名の多くの

参加者がありました。

質疑応答においても多くの質問があり、参加

荷の熱意が感じられ実りのある研修会でした。

以上

（副支部長小林幸雄）

９月の「行政書類手続き相談」

日時：平成１５年９月８日（月曜日）

午前１０時～午後３時

場所：宇都宮市役所２階（市民相談室）
担当者：市川浩一・福田仁
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■1-支部長の顔」

－１９－

宇都宮支部長奮藤裕

８行政書士になって
良かったこと

みなさん、こんにちわ！

５ｊ」１７口に宇都宮支部長に
就任して、早２ケ月が経とう
としています。その日を境に
して、自分の|ごl々 のﾉに活が、
突然変わってしまったことは、
病感に感じております。その
分の業務だけこなせば、あと
り、犬の散歩したりと、余裕
って参りました。ところが、

ていきたいと思います。
さて、堅苦しい話はここまでにして、先日

家族でディズニーシーへ行ってきました。妻
と娘が好きなもので、年２１両|は行ってます。
会員のみなさんは、自分の好きな風景はある
のでしょうか？今川２枚の写真を掲載させて
いただきましたが、パーク内は確かに混んで
はいますけど、この風景を見ると何となく落
ち着く感じがします。
会員のみなさん…好きな風蛾はありますか

？是非談話室まで投稿して下さい。

前日までは、自分の業務だけこなせば、あと
はネットを見たり、犬の散歩したりと、余裕
のあるﾉ|;活を送って参りました。ところが、
今は余裕などない生活を送っております。支
部業務（研修会や福利厚生など）何をするに
しても中心となって行動しなければなりませ
ん。２３２名の支部の代表として、やりがい
と、責任の重さを実感しているところでござ
います。
支部業務は、支部長一人ではできるわけが

ありません。副支部長、理‘ｊｆ等のサポートに
は感謝しております。また、宇都宮支部会員
はもとより、他支部会員の協力、ありがとう
ございます。不器用ではありますが、頑張っ

１０.ご家族は
１１.趣味

９．モットーは…
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岐後に奥様と息子さんからもお話を伺うこと
ができました。

「家ではどんな方ですか？」という質問に、
奥様にとっては、ＩｉＩｉながらのお父さんという
感じだそうです。でも息子さんたちには、何
でも好きな事をやらせてくれて、いつも見守
ってくれているお父さんです。とのことでし
た。少しの時間でしたが、ご家族の温かさを
感じましたし、普段見ない顔を見ることがで
きた…そんな取材･でした。今皿はお忙しい中、
本当にありがとうございました。（広報部）

５.専門or兼業
６.得意業務

今月号から新しい企画「おじゃましま～す」
が始まりました。記念すべき第１回は、会長
である小林一二会堕です。

宇都宮市泉町にある事務所のドアをノック
すると、優しい奥さまと息子さん、奥の机で
は会長が仕事中にもかかわらず、気持ち良く
迎えてくださいました。机の周りには苫類、
本棚には誉籍が沢山あり、口頃から色々な情
報に耳を傾けたり、仕事熱心なお姿に納得さ
せられました。

印

１２.特技 どこでも眠れること（奥様
からの情報！）
温泉、特に露天風呂が好き。
ブルーとグリーン
会員みんなが行政群|身で食
べていけるよう、またそれ

には質の向上を目指して頑
張っていきたい。

識瞳i診霞

７.苦労していること

１３.好きな場所
１４好きな色
1５．－言…

小林一二
宇都宮市泉町６－１１
１９８０年１２月
行政書士の仕事に興味があ
ったから。

専門
建設業・風俗・医療法人・
各種法人等
時間が足らない！土｢1も仕
事をしています。
仕事に没頭できたＩｊｆｏ
沢山の知り合いと、沢山の
仲間ができたこと。
何事にも、一つ一つ一生懸
命１１
奥様と３人の息子さん
ゴルフ（４８歳の時に始め
ました）

Ｐ
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今朝方まで降った雨のせいか川は贈水し笹濁

り状態、今||は１日楽しめるぞ、と早朝から釣

り支度し民宿を出て一番に入渓した。札|棒のＹ

氏が仕掛けを作り竿を出すと一投目で９寸近い

イワナがかかった。交代に竿を出すと、すぐに

アタリがあり、先程とliflじ位のイワナがかかり、

それをとりこみながら「やっぱり思ったとおり

で、今日はやになっちゃうぐらい魚が釣れるぞ」

と二人ニコニコと、相変わらず交互に竿を出し

ながら、時折「ウヒヤヒヤー又かかった、魚の

いない所に行ってみてえ－」などと子供のよう

に大はしゃぎしながら、沢を釣り上がって行っ

た。そのうち結構岩魚を釣ったせいか、ビクも

大分重くなってきたので、あと２．３匹釣った

ら（腹）ワタ採りをし、その後朝めしでも食っ

て休憩しよう、と話しているうちに、先程まで

イレパク状態だった魚のアタリが、いつのまに

か二人ともピタリとなくなってしまった。どう

したのだろうか、Ｙ氏と顔を見合わせ、お互い

に考え込んでいた。まだぬれている川岸を、滑

って転ばぬよう注意しながら上流に向かいなが

ら足元をよく見た。すると、雨後きれいになっ

た砂地に真新しい足跡があり、それを上流にた

どっていくと、時折草木が踏み倒された形跡が

点々とある。まさか、熊でもあるまい、いつの

まに釣り人が割り込んで入ったのだろう、全然

気がつかなかったと怪訊に思い、釣りを一時中

断しＹ氏と上流へと急いだ。

しばらく進むと約１００ｍ上流に釣り人が一

人いて釣りに夢中の様である。渓流釣りの場合

《先行者優先》というマナーがあり、沢に一番

先に入渓した者が、その沢を利用することを、

釣り師どうしの暗黙の了解となっていて、先行

者に断ってから行く場合いがいは、その上流に

行ってはいけないというルール（妓近は、それ

も守らない人が多くなってきているので、困っ

たものである）がある。たぶん恰好からして地

元の人だ、東北の人には渓流釣りのルールなど

○

○ ○

ＺＥ段ＮＬ

誼

虫

通用しない、だって、我々が地元の人が楽しん

でいる川に、割り込んで入って遊びの邪魔をし

ているのだから、とあきらめて竿を仕舞う半に

した。

しかしそんなことはいっても、腹立たしさが

消えず何ともクソＴｍ＜ない我々、少しいたず

らをしてやろうと、釣り人の方に近づいて行っ

た。彼は、相変わらず落ち込みがある深場で粘

って、じっと竿をMルている、後ろから気づか

れないようにそっと近づき、すぐ背後から間髪

を入れず「どうですか、釣れますか）」と大き

い声で聞いた。釣りをしている時は、無心に魚

のアタリをとるために、神経を|:Ｉ印と川底の流

れに集中している。まして自分ひとり以外いな

いわけであり、他に気配など感じない。そんな

時に、すぐ後ろから声を掛けられたらたまった

ものじゃない。彼は我々の予想をｋ回る寸劇を

演じてくれ「ウワー」と叫んだとたん、石のｋ

にのっていた足をすべらせ、膝位の深さの水''１

ヘドボン。６月初旬でまだ水温も低く、大変冷

たい川の中で振り返った、ウラメシそうな彼に、

「どうしたんですか、大丈夫ですか」ととぼけ

て話しかけた。岸に上がり体裁を整えた彼は、

気持ちの穏やかな人なのか怒らずに語ってくれ

たが、やっぱり地元の人でいつもこの川に釣遊

びにくるのだとか。我々は別の川に移ることを

彼に告げ、車へ戻る途中、してやったりと、二

人で先程の彼の慌てた様子を思い出しながら、

腹を抱えて大笑いしうっぷんをlIIliらした。

皆さん、くれぐれも背後から声を掛ける時に

は、遠くからやさしくお願いします。

無有恐怖・遠離一切顛倒夢想・究章浬梁．．

(木子岩魚）

－２０－
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●業務に関する疑問・質問●日常感じていること

・とっておきの剛．提出窓騨諜●害士会に対する要望

その他何でもけつこうです。お待ちしております！（広報部）

栃木県行政書士会〒320-0046

行政とちぎに投稿しませんか？

今年２月と３月、全国紙にオーストラリア発

の小さな記事が掲載されました。高層ビル建設

計画をめぐって矢沢永吉氏から３５億円を編し

取った主犯と共犯に、それぞれ実刑判決が言い

渡されたという内容です。

矢沢氏は過去にも裁判で世間を騒がせたこと

があります。１９９２年にはＣＭやポスターに

彼のそっくりさんを、そっくりさんだと明記し

ないで起用した北海道のパチンコ店を肖像権侵

害で訴えました。高等裁判所は肖像権侵害の判

例を作る方針もあったらしいのですが、結局は

地方裁判所の和解を受け入れました。全国紙へ

の共同宣言掲載と慰謝料３百万円の支払いがそ

の条件です。金銭的な収支ではそれ以上の経費

がかかっていたので１千３百万円のマイナスで

したが、「権利」を守るためには意義のある戦

いでした。

矢沢氏が少年時代に読んだ、ビートルズ本か

ら学んだことは音楽的なことだけではなく「権

利というのは大変なことなんだ」ということも

でした。その影響で「ミュージシャンは金のこ

とは考えるな」という風潮の芸能界にデビュー

してからも、「権利」を守る戦いをし続けまし

た。

楽曲を管理するために出版会社を設立し、ロ

ゴマークを商標登録し、写真ネガを自分の金庫

で保管しました。当時の自説である「これから

のミュージシャン、金庫持たなきゃダメよ」を

実践したわけです。

３０年前から全国ツアーを行い、より質の高

いステージを行なうために自ら製作も行い、外

国人ミュージシャンを起用するために自ら招聴

ライセンスを取得したりと、日本の音楽界にお

ける先駆者です。驚くべきことは、これらのこ

とを大手芸能プロダクションではなく矢沢氏の

個人事務所がやっていることです。

若いミユージシヤンに、アーチストとしての

音楽性だけではなく、「権利」を主張するとい

う面でも、影響を与えています。「権利」を主

張しているからこそ、シングルヒットを１曲で

も出せれば大金を手にすることができるのです。

矢沢氏は「オレにビジネスモデルのパテント料

を持ってこい」と笑っています。

詐欺事件に戻りますが、矢沢氏は被害者であ

っても、金融機関に対しては自分で返済をし続

けなければなりません。それは、「契約」です

から当然なことです。しかし、矢沢氏は「金は

無くしても、気持ちは失ってない」「オレは歌

える。借金返すのに何年かかるかなんて、そん

なもん、たいしたことない」と語っています。

矢沢氏はこの６月、東京デイズニーシーに登場

し、メインステージで名曲『星に願いを』を披

露しました。さすが「永ちゃん」です。
（足利支部杵洲徹）

〆~

』》
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栃木県宇都宮市西一の沢町１－２２
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（軽自動車協会と業務連絡会開催 ）
６川２７１１（金）宇都宮市「明治屋」において

慨ドI動巾協会と当会との業務連絡会が開催されま

した。

岐初に軽I皇1協会の槌谷専務理事から軽自動市の

販売統計および‘保管場所届け出率の状況が報告さ

れ、次に岩瀬協会会長は車庫証明の届け率が低下

傾向にあるが１００％の届け率をｕ指すべく努力を

したいと挨拶の''１で強調。

小林会長は、代理椎、法人化、および地子Ill誌

と行政11｝士を取り巻く環境が大きく変化しても、

より一解の共存共栄を計っていきたいと挨拶。

「'附|動Iliの保符場所j[拙の当1ｍの諸間迦」に

ついて検討が行われ、件数を増加させること力Ｗ

象地域である宇都宮・小山・足利３センターの覗

要な課題であることを再確認しながら閉会となり

ました。

出席者はつぎのとおりです。

栃木県I怪自動叩協会岩瀬会長、池田副会長、

''1下副会長、三田保管場所届出対策委員長、

鈴木同副委員長代理、槌谷専務理事。

本会の小林会長、宮l鴫副会長、渡辺逆協会長代行、

佐藤、松本ilIi副会長。

（運営協議会松木ＩⅢ）

く政連だ よ り ）

〔自動車販売協会と業務連絡会開催
７月１４日（月）栃木県自動車会館において、

栃木県自動車販売店協会と当会との業務連絡会が

開催されました。

協会より副会長のトヨタビスタ社長荻原様、同

じくＭＩ会長の栃木マツダ社長柿木様、協会Ｊ１:務吋

神隆専務剛邸、鈴木業務兼総務部長が､'1会より小

林会長、宮ll細り会長、車庫証Iﾘl連衡協議会渡辺会

瞳代行、佐藤、松本両副会長が|+州しました。

協会の鈴木部長の司会で始まり、まず､ド成１４

年度１５年度上期の報酬実絃とその割合が、|'lid布

された資料をもとに報告され、データが物語る数

字の推移を確認しました。

荻原副会長が主催者として、県内の''１動1版の販

売状況を説明し台数的には昨年を上IL1lっているが

これからも経済動向を注視していく必要があると

の挨拶。

次に小林会長から感謝の辞と逆協の渡辺剛会良

が斯くの間会長代行の任に当たりますとの報告が

あり、続いて渡辺副会長が会長代行として、それ

までの経紳説明と改めてrIl-l紹介をしました。

「刺i靴Iﾘjの取扱の現状と間辿点呼について」

を榊談:'1f項として意見が交わされ、納期の点につ

いては、特にｊｊ末等は死活問題になりかねないだ

けに拷察署に交付期間の短縮を要望していく４i:に

意見が纏まり閉会しました。

（運営協議会松本明）

lEI政連幹事会開催される
６Ⅱ２７１|平成１５年度の定期大会が終了した

後の初めての幹事会が７月２４日、２５日の２日

間開催された。

議案は副幹事長、常任幹事の選任、各委員会の

編成、具体的な運動方針について行われた。

特に、衆議院の解散が間近に迫っているとの観

点からの対応、法改正の要望項目の丙:検討を行う

ことを決定した。

なお栃木会は国家等対策委員会にl1liC属された。

（日政連栃木会会長浅野F1訓I）

<乏三７
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未もれて,で
岐近、議員秘書給与詐欺、官僚知事等の横領、

柊察官の不祥事等々、新聞各社で毎日にぎわっ

ている。「悪い人がいるものだ、いずれにして

も氷山の一角にすぎないんだろうな」などと他

人'価と考えていた。

そんな矢先、我が身にも降りかかって来た。

○○股業委貝会事務局からTELがあり先|I提川

した５条届け出に不備があるとのこと。

「刷出に不備？そんな馬鹿な！」

意気込んで行くと、そこには私が提出した都市

計lIiii法２９条許可申請の菓議雪が……

早く名義を移転したいという依頼者にせがま

れl-l的の違う５条届け出をしてしまった。まず

い！虚偽の申請公文書偽造の公使告発等頭

をかすめる。

だが幸いにして理解ある担当者であったため、

事情を説明し取り下げることで事なきを得た。

ふ～うく

たいがいの依頼者は、早く、安く、簡単にと

言い、行政書士の技量を計る。

依救者のサービスに努めるのは、当然の戦と

思うが、馴れ合い社会になっている昨今、行政

IIf士の貰務等を肝に命じ、気を引き締めて行政

I野士業務を行わなければならないと、改めて感

じさせられた一件でした。

部長上岡「h一）
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ｊ,!抑'１１Jは、清流那珂川と八満山系の鰹かな|‘Ｉ

然に恵まれた県北東部に位置し、歴史的文化黄

源、温泉、ゴルフ場、キャンプ施設などのスポ

ーツレジャー施設が豊富に存在する地域です。

「道の駅・ばとう」は、田舎の駅をイメージ

し、馬頭町地域活性化構想のキャッチフレーズ

「遊びにおいでよ！田舎が一番」をテーマにし

ています。

駅内には伝統工芸品である小砂焼きや、手作

りハム、手作りアイス、地元産の新鮮野菜・果

物等の販売も行い、交流ふれあいの場となって

います。
バ≦ 〆径

路線名:国道２９３号線膨GQGp似。
●

所在地：栃木県那頁郡馬頭町大字北向田字宮内183-1

電話：0287-92-1１１６（代）

開設時間：夏季(４月～10月／午前9時～午後6時）

冬季(11月～３月／午前9時～午後5時）

休館日：１２月２９日～１月３日

アクセス：☆東北自動車道宇都宮|Ｃから国道293

号を東へ56kｍ(約50分）

☆常磐自動車道那珂|Ｃから国道293号

を西へ66kｍ(約１時間）

☆JR烏山線からJRバス馬頭行きで40分

ＪＲ東北本線(宇都宮線）氏家駅から

東野バス馬頭行きで40分
● ●

☆施設紹介☆

○レストラン｢ばとう」…おすすめは地元産のそば

粉を使った手打ちそば

○アイス工房………手作りアイスの加工販売

☆おみやげ☆

○小砂焼、手作りハム、鮎の甘露煮

☆－足のばせば☆

○馬頭温泉郷（旅館11軒）車で１５分

八溝県立自然公園内で那珂川を眼下に那須岳

～日光連山を一望できる「美人の湯」で知ら

れる。

○小砂陶芸の里（窯元10軒）車で15分

本格的陶芸が体験可。

○馬頭町広重美術館

主に町に寄贈された「青木コレクション」

を展示｡営業時間は午前9時半から午後5時、

月曜、祝日の翌日、年末年始が休館です。

○こどもの森「えほんの丘」

いわむらかずお絵本の丘美術館、絵本の世
界と自然との実体験を楽しめる。

－２３－



総溺大臣

行政とちぎ平成15年８月１５日発行（第３種郵便物許可）

会開催

〔栃木県行政書 ！士会員の動き
(入会リ (平成15年７月３１日現在）

栃木県行政書士会会長小林一二、副会長岸宏、

元副会長関口長四郎、元総務部長森章会員が、

Ｈ１５．６．２６日行連総会において総務大臣表

彰を受彰されました。

下記により祝賀会を開催致しますので、一人

でも多くの方のご参加をお待ち申し上げます。

（詳細については別紙をご高覧ください。）

１．日時平成15年９月１２日(金)午後６時から

２．場所「ホテルニューイタヤ」
宇都宮市大通２－４－６
ＴＥＬＯ２８－６３５－５５１１

３．会費一人６０００円

－２４－

6退会】〔計報鹿沼支部渡辺一会員・佐野支部遠藤芳夫会員のご冥福をお祈り致しますう
門

編
集
後
記

【変更】（事）は事務所、（住）は住所の変更

今月中にも掲載のように、過日栃木県
総合文化センターにおいて「電子自治体
と未来のくらし」と題したフォーラムが

開催され、我が広報担当副会長の金敷裕
会興がパネリストとして参加しました！
後日下野新聞に全内容が掲載されるそう
です。“たかがＩＴ、されどＩＴ，’しか
しわが身を振り返った時“たかが…”と
は言えない。頑張るしかない。

●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●｡＠④●●｡●●●●●●●②●⑥

ー、
■

平成15年度

に出席できる方に限ります。

はＦＡＸにて事務局までご連絡ください。

応募者多数の場合は、抽選とさせていただきま

すことご了承ください。

※行政書士試験前に開催する説明会及び試験当日

行政とちぎＳ月号Ｎｏ．３２０
発行人栃木県行政書士会
代表者小林一二
〒320宇都宮市西一の沢町１番22号
-0046電話０２８‐６３５－１４１１(代）

ＦＡＸＯ２８－６３５－１４１０

ﾒーﾙｱドiノスgyosei-totigi＠mai1.9t,9.or・ｊｐ
ホームページhttp:〃www5a,biglobe.､e,jp/~gyoseiO9／
綿集広報部
定価２５０円
印刷所有限会社高久印刷

（栃木県行政書士会員の講読料は会費の中に含まれます｡）

説明会予定日１０月１９日（日）午後2時から

行政書士試験監督員の募集について
（４０名）

平成15年１０月26日（日）宇都宮大学において
行政ｌ』辻試験を実施するにあたり、試験監督員の

募集を致します。（昨年ご協力して頂いた方もお

申し込みください。）
ご協ﾉJいただける方は、８月２９日までに電話又
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退会年月日
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電話
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